
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１０月２日（月） 

糸満市立高嶺小学校 保健室 



 

 

 

 糸満市
い と ま ん し

の近隣校
きんりんこう

でインフルエンザ感染
かんせん

が確認
かくにん

されており、学級
がっきゅう

閉鎖
へ い さ

を行
おこな

っている学校
がっこう

もあり

ます。本校
ほんこう

でも、数名
すうめい

インフルエンザに罹
かか

っている児童
じ ど う

がおり今
こん

後
ご

も増
ふ

えてくる見込
み こ

みがありま

す。ご家庭
か て い

でも感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の協力
きょうりょく

をお願
ねが

いします。 

【家庭
か て い

におけるインフルエンザの予防
よ ぼ う

で大切
たいせつ

なこと】 

①  外
そと

から帰
かえ

った時
とき

、食事
しょくじ

をする時
とき

には、「うがい」、「石
せっ

けんで手洗
て あ ら

い」をこまめに行
おこな

う。 

②  部屋
へ や

の換気
か ん き

をする（部屋
へ や

を閉
し

め切
き

らない）。 

③  必要
ひつよう

に応
おう

じてマスク着用
ちゃくよう

や咳
せき

エチケット 

④  十分
じゅうぶん

な睡眠
すいみん

とバランスのとれた食事
しょくじ

をとり、免疫力
めんえきりょく

を高
たか

める。 

 

毎朝の健康観察の際に、お子さんの健康状態に気をつけましょう。 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、学校保健安全

法第１９条の規定により、出席停止の措置をとります。出席停止の期間中は、医

師の指示に従って療養してください。 

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に伴う出席停止と登校再開における手続きについて 

① 検査結果が分かり次第、学校（担任）へ連絡します。最短登校日を保護者・学

校間で確認してください。欠席届 QR ｺｰﾄﾞ、もしくは TEL：098-994-2310  

② 出席停止は、学校における感染症の拡大防止を目的とする措置です。 

出席停止期間の基準は、最短で 

インフルエンザ；発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで、 

新型コロナウイルス感染症；発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後

1 日を経過するまでです。解熱した日により、登校できる日が伸びることがあり

ます。（新型コロナウイルス感染症に罹患後、10 日はマスクをしましょう） 


